
 

◎平成２３年度身体障害者を対象とした茨城県職員等採用選考（初級程度）の実施 

 

  上記選考を次のとおり行います。 

  

   平成23年9月22日 

茨城県人事委員会委員長  江橋 湖三郎  

 

 ○ 受付期間   【インターネット（電子申請）の場合】 

平成23年10月11日（火）～10月31日（月）（午後5時受信有効） 

            【郵送・持参の場合】 

平成23年10月11日（火）～11月2日（水） 

郵送による申込みの場合，11月2日（水）（消印有効） 

持参による申込みの場合，土曜日，日曜日は除く。 

 ○ 考 査 日  平成23年11月27日（日） 

 ○ 選考会場  茨城県水戸合同庁舎 

 

１  職種，採用予定人員及び採用時の勤務場所等 

職  種 採用予定人員 採用時の勤務場所及び職務内容 

事  務 

（知事部局等） 
4名程度 

知事部局又は教育委員会の本庁，出先機関，県立学校等で一般

事務に従事します。 

小中学校事務 1名程度 

市町村立小中学校で事務に従事します。 

主な事務の内容は次のとおりです。 

・ 文書の収受，発送業務 

・ 給与や旅費支給に関する業務 

・ 学校会計の予算管理，経理等に関する業務 

・ 学校の施設・設備の維持・管理に関する業務 

・ 電話の応対，接客などの業務 

・ 関係機関等との連絡調整 

＊１ 市町村立小中学校にはエレベーターがありません。 

また，ほとんどの学校で，事務職員の配置は１人です。 

＊２ 上記の事務には，市町村教育委員会や銀行等への出張， 

校舎・校庭等の施設の巡回等が含まれます。 

※ 小中学校事務で採用となった人は，身分が市町村職員となります。県職員との人事交流はありません。 

 

２  選考を受けることができる資格 

  自力により通勤でき，かつ，介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な人で，次の(1)～(5)のすべ

ての要件を満たす人が受考できます。 

 (1)  昭和56年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人 

 (2)  身体障害者手帳の交付を受け，その障害の程度が次に該当する人 

     ○事務（知事部局等） ：障害の程度が１級から４級までの人 

     ○小中学校事務    ：障害の程度が１級から６級までの人 

 (3)  通常の勤務時間（原則として週38時間45分，1日7時間45分）に対応できる人 

 (4)  活字印刷文（文字の大きさは10ポイント）による出題に対応できる人 

(5)  茨城県内に住所を有する人(在学又は訓練所入所のため一時県外に居住している人で，家族が県内に



 

住所を有する人を含む。) 

◇上記の資格に該当する人であっても，次のア～オのいずれかに該当する人は，受考できません。 

   ア 日本の国籍を有しない人 

   イ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

   ウ 禁
こ

錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

   エ 茨城県において懲戒免職の処分を受け，その処分の日から2年を経過しない人 

   オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，

又はこれに加入した人 

 

 

３  選考の日時及び会場 

日   時 会   場 

 平成23年11月27日（日） 

受  付  8：20～ 8：45 

  教養考査  8：45～10：30 

  適性検査  10：45～11：45  

  作文考査  12：35～14：10 

  口述考査  14：20～17：00 

 

茨城県水戸合同庁舎 

   水戸市柵町1－3－1 

   電話 029（225）2803 

  

   

 

４  選考の方法 

 (1) 教養考査 

  ア 考査内容  筆記試験とし，公務員として必要な一般的知識，知能について，高等学校で履修した程度 

の問題を出題します。 

  イ 出題分野 国語，社会，数学，理科，文章理解（英語を含む。），判断推理，数的処理，資料解釈 

  ウ 問題形式  択一式 

  エ 時 間 1時間30分 

 (2)  適性検査 

    通常の職務遂行に必要な適性の有無について検査します。 

(3)  作文考査 

  ア 考査内容  文章による表現力，課題に対する理解力等をみます。 

  イ 問題形式  記述式 

  ウ 時 間 1時間20分 

（平成22年度課題：私が今，最も力を入れて取り組んでいること） 

 (4)  口述考査 

    主として，人物についての評定を行うものとし，個別面接を実施します。  

(5) 身体検査 

      通常の職務遂行に支障をきたすおそれのある疾病等の有無について検査します（医療機関で検査した身 

体検査書の提出を求めます。）。 

(6)  資格調査 

    受考資格の有無等について調査します。 



 

 

※ 応募者が多数の場合には，教養考査の成績が一定基準以上の人のみ作文考査及び口述考査を実施します。 

 

５  合格者の発表 

  平成23年12月7日（水）午前10時（予定）に茨城県人事委員会事務局前及び茨城県人事委員会のホームペ

ージに合格者の受考番号を掲示するほか，すべての考査科目を受考した受考者全員に合否の結果を通知しま

す。 

 

６  採用予定年月日 

  平成24年4月1日以降を予定しています。 

 

７  給与，勤務時間，休暇制度 

(1)  給与は，職員の給与に関する条例・規則に基づき支給されますが，例えば学校卒業直後に採用された

場合の給料（基本給）月額は，平成23年4月1日現在で高校新卒者は144,303円，短大新卒者は154,294円，

大学新卒者は163,461円です。なお，学校卒業後一定の経験年数がある人は，この金額に一定額が加算

されます。また，上記金額は地域手当3.0％を含んだ額です。 

このほか，扶養手当，住居手当，通勤手当，時間外勤務手当，期末・勤勉手当などが支給されます。 

(2)  勤務時間は，原則として午前8時30分から午後5時15分までです。完全週休2日制を導入していますので，

原則として土曜日・日曜日は休みです。 

(3) 年次有給休暇は，1年につき20日間（ただし，4月採用の場合は，採用年のみ15日）で，年休の未使用 

日数は20日を限度に翌年に繰り越すことができます（年間最大40日）。5日間の夏季休暇があります。 

このほか，育児休業，特別休暇（結婚・忌引等）等があります。 

   

８  受考手続 

(1) 申込書の入手方法 

 ア 直接取りに来る人 

 次の場所で配布します（土曜日，日曜日，祝日を除く。）。 

人事委員会事務局，行政情報センター，県北県民センター，鹿行県民センター，県南県民センター，

県西県民センター，水戸県税事務所，常陸太田県税事務所高萩支所，行方県税事務所，土浦県税事務所

稲敷支所，筑西県税事務所境支所，常陸大宮保健所，日立保健所，つくば保健所，茨城県東京事務所，

茨城県大阪事務所，茨城県北海道事務所 

  イ 郵送を希望する人 

  封筒の表に「選考請求」と朱書し，あて先を明記した返信用封筒（角形2号〔縦33㎝×横24㎝程度〕

に120円切手を貼ったもの）を同封して，〒310-8555（住所不要）茨城県人事委員会事務局あて請求し

てください。 

 (2) 受考申込 

ア インターネットによる方法（できるだけこちらをご利用ください。） 



 

申込方法  必ず茨城県人事委員会のホームページでインターネットによる申込方法及び注意点を確

認した上で，いばらき電子申請・届出サービスホームページでお申し込みください。 

(1) 申込方法及び注意点の確認 

＜茨城県人事委員会ホームページアドレス＞ 

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/jinji/ 

(2) 申込み 

 ＜いばらき電子申請・届出サービスホームページアドレス＞ 

https://www1.asp-ibaraki.jp/e-home/SinseiPortal/toppage.do 

受付期間 平成 23 年 10 月 11 日（火）午前 10 時～10 月 31 日（月）午後 5 時（受信有効） 

 

イ 郵送又は持参による方法 

申込方法 記入上の注意（申込書裏面）をよく読んで，申込書に所要事項を記入し，茨城県人事委

員会事務局に郵送するか又は持参してください。 

なお，郵送で申し込む際は，申込の封筒の表に「選考申込」と朱書きし，必ず郵便局の

窓口で「簡易書留」の手続をとってください。 

申 込 先 茨城県人事委員会事務局 〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 

             （郵便番号とあて先（住所不要）で届きます。） 

受付期間 平成 23 年 10 月 11 日（火）～11 月 2 日（水）（消印有効） 

ただし，直接持参の場合は，土曜日，日曜日は受付けできません。また，受付時間は午

前 8 時 30 分から午後 5 時までとなります。 

(3) 受考票等の送付 

受付後，平成23年11月18日（金）までに到着するように郵送しますが，それまでに到着しない場合に

は，茨城県人事委員会事務局に照会してください。 

 (4) 考査当日持参するもの 

①受考者本人の写真をはった受考票 ②身体障害者手帳 ③身体検査書・身体検査申告書 ④就業等

に関する申告書 ⑤面接票 ⑥HBの鉛筆 ⑦消しゴム ⑧鉛筆削り ⑨昼食 

（③～⑤の用紙については，受考票送付の際に同封したものを使用してください。） 

 

９  選考結果の開示 

  この選考の結果については，茨城県個人情報の保護に関する条例の規定により口頭で開示を請求すること

ができます。開示を希望する場合には，受考者本人が受考票控を持参のうえ，当人事委員会事務局に直接お

越しください。受付時間は，祝日・休日を除く月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時の間で

す。電話，はがき等による開示の請求はできません。 

開示請求できる人 不合格者 

開示する内容 総合ランク 

開示の期間 合格者発表の日から1か月間 

開示の場所 茨城県人事委員会事務局 

 

10  この選考についての問い合わせ先等 

(1) 問い合わせ先 



 

       茨城県人事委員会事務局 

       〒310－8555 水戸市笠原町978番6  茨城県庁内 

電話 029－301－5549 FAX 029－301－5559 

Ｅメールアドレス saiyoushiken@pref.ibaraki.lg.jp 

(2) 茨城県人事委員会ホームページ（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/jinji/）でも，この 

選考についての情報を提供しますのでご利用ください。 

  (3) 考査当日に車イスを使用するなど受考に際して要望のある方は，あらかじめ人事委員会事務局にお問

い合わせください。 

 


